
東京都地域医療医師奨学金貸与要綱 

 

決定 平成２０年１１月１２日２０福保医人第１４１３号  

最終改正 令和４年３月２８日３福保医人第２８６１号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東京都地域医療医師奨学金貸与条例（平成２０年東京都条例第８７号。以下

「条例」という。）及び東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則（平成２０年東京都規則第

１６８号。以下「規則」という。）を運用するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。 

（大学） 

第３条 条例第３条第１号に規定する大学は、次に掲げるとおりとする。 

一 学校法人順天堂順天堂大学（東京都文京区本郷二丁目１番１号） 

二 学校法人杏林学園杏林大学（東京都三鷹市新川六丁目２０番２号） 

三 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学（東京都港区西新橋三丁目２５番８号） 

四 学校法人日本医科大学日本医科大学（東京都文京区千駄木一丁目１番５号） 

２ 条例第１８条第１号に規定する大学は、別表のとおりとする。 

（特別奨学金の病院等） 

第４条 条例第３条第４号に規定する病院等は、次の各号に掲げる知事が必要と認める地域や診療

科等（以下「医療分野」という。）ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

ただし、知事が必要と認める場合は、この限りではない。 

一 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２に規定する臨床研修（以下「臨床研修」

という。） 都内に所在する当該被貸与者が卒業した大学附属の病院（当該病院と協同して臨床

研修を行う協力型臨床研修病院又は研修協力施設においては、都内に所在するものに限る）。た

だし、以下のイ及びロに掲げる要件をすべて満たす場合には、前条第１項に規定する大学のう

ち当該被貸与者が卒業した大学以外の都内附属病院（当該被貸与者が入学した年度において特

別奨学金による入学者がいる大学に限る。以下「出身大学以外の大学附属病院」という。）又は

都内の医師少数区域に所在する病院（医育機関附属の病院を除く。以下「医師少数区域の病院」

という）を含めるものとする。 

 イ 医師臨床研修マッチング協議会が実施する医師臨床研修マッチングにおいて、出身大学以

外の大学附属病院又は医師少数区域の病院を出身大学附属病院の下位に登録をしたとき 

ロ 出身大学附属病院との医師臨床研修マッチングが不成立になったとき 

二 小児医療 都内に所在する小児医療を担う病院。ただし、指定期間のうち２分の１以上の期

間は、「休日・全夜間診療事業実施要綱」（平成１１年３月１９日付１０衛医救第１０２９号）

に基づく休日及び年末年始の昼間及び毎日の夜間における小児科の救急患者に対して、常時、

小児科医師が診療に対応する小児二次救急医療機関（以下「小児二次救急医療機関」という。）

又は「東京都こども救命センターの設置及び運営に関する要綱」（平成２２年８月１９日付２２

福保医救第４５９号）に基づくこども救命センター（以下「こども救命センター」という。） 



 

三 周産期医療 都内に所在する周産期医療を担う病院。ただし、指定期間のうち２分の１以上

の期間は、「東京都周産期母子医療センター設置・運営要綱」（平成９年９月２５日付９衛健母

第８２３号）に基づく周産期母子医療センター（以下「周産期母子医療センター」という。）、

「休日・全夜間診療事業実施要綱」に基づく休日及び年末年始の昼間及び毎日の夜間における

産科の救急患者に対して、常時、産科医師が診療に対応するとともに、産科医師、小児科医師

及び麻酔科医師の当直又はオンコール体制を確保する周産期連携病院（以下「周産期連携病院」

という。）又は「多摩新生児連携病院事業実施要綱」（平成２２年８月１２日付２２福保医救第

３９１号）に基づく多摩新生児連携病院（以下「多摩新生児連携病院」という。） 

四 救急医療 都内に所在する救急医療を担う病院。ただし、指定期間のうち２分の１以上の期

間は、「東京都救命救急センター設置運営要綱」（昭和５１年１２月７日付５１衛医対第８３９

号）に基づく救命救急センター（以下「救命救急センター」という。）又は独立した救急部門を

持つ病院。 

五 へき地医療 都内に所在する病院。ただし、指定期間のうち２分の１以上の期間は、伊豆諸

島、小笠原諸島、奥多摩町、檜原村に所在する町村立病院又は診療所。 

（一般奨学金の病院等） 

第５条 条例第１８条第３号に規定する病院等は、次の各号に掲げる医療分野ごとに、それぞれ当

該各号に定めるところによるものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りではな

い。 

一 臨床研修 都内に所在する当該被貸与者が卒業した大学附属の病院 

二 小児医療 小児二次救急医療機関又はこども救命センター 

三 周産期医療 周産期母子医療センター、周産期連携病院又は多摩新生児連携病院 

四 救急医療 救命救急センター又は都内に所在する独立した救急部門を持つ病院 

五 へき地医療 伊豆諸島、小笠原諸島、奥多摩町、檜原村に所在する町村立病院又は診療所 

（従事する医師の業務）  

第６条 条例第３条第５号及び条例第１８条第４号に規定する指定勤務（以下単に「指定勤務」と

いう。）における従事する医師の業務は、第４条第１号から第４号まで及び同条第５号ただし書並

びに前条各号に定める病院等にあっては、当該各号に掲げる医療分野に係るものとする。ただし、

第４条については次の各号に定める特例によることができる。 

 一 第４条第４号に規定する救急医療従事の特例 

臨床研修後、３年以上、第４条第４号に規定する救急医療の医療分野に従事し、かつ、一般社

団法人日本専門医機構（以下単に「専門医機構」という。）が定める整備指針に基づき日本救急医

学会が定める整備基準に沿った救急科領域の基本領域専門研修（以下単に「専門研修」という。）

を修了した場合は、救急医として研鑽を積むために、同条第２号から第５号までに規定する医療

分野以外で医師の業務に従事する期間を、２年まで救急医療の医療分野に従事する期間とみなす。 

 二 第４条第５号に規定するへき地医療従事の特例 

  多摩地域に所在する病院（医育機関附属の病院を除く）で医師の業務に従事する期間を、１年

６月以内までは、第４条第５号ただし書きに規定する病院等に従事する期間とみなす。 

 三 公衆衛生・法医学従事の特例 

臨床研修後、５年以上、第４条第２号から第５号までに規定する医療分野に従事した場合は、



 

公衆衛生・法医学従事として、東京都、特別区、八王子市及び町田市の保健所等の公衆衛生部署

又は東京都監察医務院で当該部署の医師の業務に従事する期間を、第４条第２号から第５号まで

の各号だだし書きに規定する病院等に従事する期間とみなす。 

２ 専門医機構が定める整備指針に基づく専門研修については、指定期間、指定勤務を行うまでの

間に基本領域専門医（以下単に「専門医」という。）の認定を受ける場合は、各基本領域学会が定

める整備基準に沿って第４条第２号から第４号まで及び第５条第２号から第４号までに規定する

病院等で専門研修を行う範囲において、次の各号に掲げる医療分野ごとに、それぞれ次に定める

専門医の専門研修のみ、当該医療分野の医師の業務とみなす。 

一 小児医療 小児科専門医 

二 周産期医療 産婦人科専門医 

三 救急医療 救急科専門医 

（修学費） 

第７条 条例第５条第１号に規定する修学費のうち、第３条第１号に規定する大学においては、次

に掲げる費用ごとに、それぞれ次に定める額とする。 

一 入学金 ２００万円 

二 授業料 第１学年は年額７０万円、第２学年以降は年額２００万円 

三 施設設備費 第１学年は年額２０万円、第２学年以降は年額８６万円 

四 教育充実費 第２学年以降は年額７２万円 

２ 条例第５条第１号に規定する修学費のうち、第３条第２号に規定する大学においては、次に掲

げる費用ごとに、それぞれ次に定める額とする。 

一 入学金 １５０万円 

二 授業料 年額３００万円 

三 実験・実習費 年額１００万円 

四 施設・設備費 第１学年は年額４００万円、第２学年以降は年額１５０万円 

３ 条例第５条第１号に規定する修学費のうち、第３条第３号に規定する大学においては、次に掲

げる費用ごとに、それぞれ次に定める額とする。 

一 入学金 １００万円 

二 授業料 年額２５０万円 

三 施設拡充費 年額１３０万円（ただし、第２学年以降に限る。） 

４ 条例第５条第１号に規定する修学費のうち、第３条第４号に規定する大学においては、次に掲

げる費用ごとに、それぞれ次に定める額とする。 

一 入学金 １００万円 

二 授業料 年額２５０万円 

三 施設整備費 年額１００万円 

（貸与方法） 

第８条 修学費の貸与は、知事が、奨学生に代わり条例第３条第１号に規定する大学に支払うこと

により行う。 

２ 前項の規定による支払は、当該奨学生から提出された委任状（別記第１号様式）に基づき、行

うものとする。 



 

３ 第１項の規定による支払があったときは、奨学生に対し修学費の貸与があったものとみなす。  

４ 条例第５条第２号に規定する生活費は、年１２か月分を４回に分けて貸与する。 

５ 条例第２１条に規定する一般奨学金は、年１２か月分を２回に分けて貸与する。 

（貸与の申込み） 

第９条 規則第５条第２項に規定する知事が別に定める書類とは、次に掲げるものとする。 

一 誓約書（一般貸与奨学金用）（別記第２号様式） 

二 推薦書（別記第３号様式） 

三 所信書 

（貸与の決定方法） 

第１０条 規則第６条第１項に規定する貸与の適否の決定において知事が別に定める方法とは、次

のとおりとする。 

一 規則第５条第１項の規定により提出された書類の審査 

二 条例第３条第１号に規定する大学における入学試験において、奨学金の貸与の適否の決定に

係る面接の実施 

２ 規則第６条第２項に規定する申込者の将来地域医療を担う医師の業務に従事する意思等につい

ては、次に掲げるものにより確認する。 

 一 前条各号に掲げる書類 

 二 都が実施する面接 

３ 規則第６条第２項に規定する貸与の適否の決定において知事が別に定める方法とは、次条に規

定する東京都地域医療医師奨学金貸与選考委員会（以下「選考委員会」という。）における審査に

よるものとする。 

（選考委員会） 

第１１条 奨学金の貸与に関し次の事項を審査するため、選考委員会を設置する。 

 一 一般奨学金の被貸与者の選考に関すること 

 二 その他奨学金の貸与に関すること 

（契約） 

第１２条 規則第７条第１項に規定する契約書は、次のとおりとする。 

一 特別奨学金のうち、第３条第１号に規定する大学においては、東京都地域医療医師奨学金（特

別貸与奨学金）貸与契約書（別記第４号様式） 

二 特別奨学金のうち、第３条第２号に規定する大学においては、東京都地域医療医師奨学金（特

別貸与奨学金）貸与契約書（別記第４号様式の２） 

三 特別奨学金のうち、第３条第３号に規定する大学においては、東京都地域医療医師奨学金（特

別貸与奨学金）貸与契約書（別記第４号様式の３） 

四 特別奨学金のうち、第３条第４号に規定する大学においては、東京都地域医療医師奨学金（特

別貸与奨学金）貸与契約書（別記第４号様式の４） 

五 一般奨学金においては、東京都地域医療医師奨学金（一般貸与奨学金）貸与契約書（別記第

５号様式） 

（変更契約） 

第１３条 規則第７条第２項の規定により契約の一部を変更する場合は、次に掲げる変更契約書に



 

より変更契約を締結するものとする。 

一 特別奨学金においては、東京都地域医療医師奨学金（特別貸与奨学金）変更契約書（別記第

６号様式） 

二 一般奨学金においては、東京都地域医療医師奨学金（一般貸与奨学金）変更契約書（別記第

７号様式） 

（返還額確定） 

第１４条 規則第７条第３項の規定により返還すべき額を通知するときは、返還額確定通知書（別

記第８号様式）により行う。 

（指定勤務の中断期間） 

第１５条 条例第３条第６号に規定する指定勤務の中断期間において、知事が必要と認めるときは、

出産、育児又は介護に起因し、従事する病院等から休業の承認を受けた場合及び災害又は疾病に

起因し、一時的に医師の業務に従事できない事実を書面で証明した場合において、４年を超えて

なお中断期間とすべきときとする。 

２ 条例第１８条第５号に規定する指定勤務の中断期間において、知事が必要と認めるときは、前

項と同様とする。 

３ 前２項に定める事由による中断期間と他の事由による中断期間とを合算して４年を超える場合

は、それぞれの承認を受けた時期の前後を問わず、前２項に定める事由による中断期間を、４年

を超える期間として扱う。 

４ 条例第３条第６条に規定する診療上の能力開発に資する理由は、被貸与者が提出する理由書及

び従事する病院等の推薦書により、その有無を確認する。 

（連帯保証人） 

第１６条 規則第８条の規定により連帯保証人を立てるときは、第１２条第１号から第４号までに

規定する契約書又は第１３条第１号若しくは同条第２号に規定する変更契約書に当該連帯保証人

が連署し、当該連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証する書類を添付するものとする。 

（届出） 

第１７条 規則第９条第１項に規定する知事が別に定める様式は、届出書（別記第９号様式）のと

おりとする。 

（委任）    

第１８条 この要綱に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の東京都医師奨学金貸与要綱によりなされた

手続その他の行為は、この要綱による改正後の東京都地域医療医師奨学金貸与要綱の相当規定に

よってなされたものとみなす。 



 

３ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の東京都医師奨学金貸与要綱別記第１号様式によ

る用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。 

附則 

この要綱は、平成２１年１１月２０日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２２年９月１０日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２２年１１月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 

（修学費の経過措置） 

２ この要綱による改正後の東京都地域医療医師奨学金貸与要綱第７条第１項の規定中教育充実費

に係る部分は、平成２４年度以降に入学する者の教育充実費について適用し、平成２４年３月３

１日現在において在学し、同年４月１日以降引き続き在学する者の教育充実費については、なお

従前の例による。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年６月１４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の東京都地域医療医師奨学金貸与要綱の様式(この

要綱により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月２８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の東京都地域医療医師奨学金貸与要綱第６条第２項の規定は、令和５年

４月１日以降に初めて専門研修を開始する者について適用する。 

 

 

別表（第３条関係） 

大学名 所在地 

学校法人杏林学園杏林大学 東京都三鷹市新川六丁目２０番２号 

学校法人慶応義塾慶應義塾大学 東京都新宿区信濃町３５番地 

学校法人順天堂順天堂大学 東京都文京区本郷二丁目１番１号 

学校法人昭和大学昭和大学 東京都品川区旗の台一丁目５番８号 

学校法人帝京大学帝京大学 東京都板橋区加賀二丁目１１番１号 

国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷七丁目３番１号 



 

学校法人東京医科大学東京医科大学 東京都新宿区新宿六丁目１番１号 

国立大学法人東京医科歯科大学 東京都文京区湯島一丁目５番４５号 

学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 東京都港区西新橋三丁目２５番８号 

学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学 東京都新宿区河田町８番１号 

学校法人東邦大学東邦大学 東京都大田区大森西五丁目２１番１６号 

学校法人日本大学日本大学 東京都板橋区大谷口上町３０番１号 

学校法人日本医科大学日本医科大学 東京都文京区千駄木一丁目１番５号 

 


